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◆当院は厚生労働省より「特定行為に係る看護師の研修制度の協力機関」として指定を受けております。 

                       

◆インフォメーション、病棟内にポスターを掲示させて頂き、ご相談窓口の随時受付を行っております。 

患者さまに合わせた診療や 

治療をつなぐ役割を担っています

 患者様へ ご案内の掲示  



特定行為は、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並び

に高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされます。 

 

2025 年に向けて、さらなる在宅医療などの推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は

歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助（例えば脱水時の点滴（脱水の程度の判断と輸液による補

正）など）を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施

する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成し

ていくことを目的に創設されました。看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考

力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修です。 

 



                    

１．手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成する文書または電磁的記録※１

であって、次に掲げる事項が定められているものであること。 

１）看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲 

２）診療の補助の内容 

３）当該手順書に係る特定行為の対象となる患者※２ 

４）特定行為を行うときに確認すべき事項 

５）医療の安全を確保するために医師または歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制 

６）特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法 

※１電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

※２当該手順書に係る特定行為の対象となる患者とは、当該手順書が適用される患者の一般的な状態を指し、実際に手順書を適用する場面では、医師又は歯科医師が患者を具体的に特定した上で、看護師に対

して手順書により特定行為を行うよう指示する必要があること。 

 

 



            特定行為の看護師に業務を任せることにより、患者さまへタイムリーに医療行為が提供できる。 

              患者さまの傍らで症状の悪化や回復を観察する看護師が、予測されるリスクにタイムリーな対応ができます。 

              患者さまの症状変化に伴い、早期に対応し症状が悪化や回復を図ります。 

                                              

 

特定行為区分 特定行為 

呼吸器（気道確保に関わるもの関連） 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 

呼吸器（人工呼吸両方に関わるもの関連） 侵襲的陽圧換気の設定の変更 

非侵襲的陽圧換気の設定変更 

人工呼吸器がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 

人工呼吸器からの離脱 

医師のメリット 

看護師のメリット 

患者さまのメリット 



栄養及び水分管理に関わる薬剤投与関連 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 

脱水症状に対する輸液による補正 


